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令和５年度高崎市国民健康保険事業の運営に関する協議会会議録（第２回） 

 

１ 日  時   令和６年２月１日（木曜日）午後２時００分から 

 

２ 場  所   高崎市役所 ３階 第３１会議室 

 

３ 議  事 

 （１）報告事項  

①令和６年度（２０２４年度）高崎市国民健康保険事業特別会計予算（案）について 

②国民健康保険制度改正について 

③高崎市国民健康保険第 3 期データヘルス計画及び第 4 期特定健康診査等実施計画（案）

の策定について 

 

出 席 委 員 

・ 被保険者代表 中村 真由美・岡田 恵子・須藤 敦子 

・ 保 険 医 又 は 

保険薬剤師代表 

岡本 克実・有賀 長規・林 信義・谷内 晴夫・谷内 英明 

山本 敬之 

・ 公 益 代 表 三井 暢秀・大河原 吉明・青木 和也・小野 聡子・柄沢 高男 

湯浅 弘子 

・ 被用者保険等 

保 険 者 代 表 

星野 浩一・齋藤 敦匡 

 

欠 席 委 員  續木 美和子（被保険者代表）・小田澤 道子（被保険者代表） 

            今井 隆（被保険者代表）・下山 裕子（被用者保険等保険者代表） 

 

保 険 者 代 表 市民部長・保険年金課長・財政課長・納税課長・健康課長 

会議に参与したもの 倉渕支所市民福祉課長・箕郷支所市民福祉課長 

   群馬支所市民福祉課長・新町支所市民福祉課長 

榛名支所市民福祉課長・吉井支所市民福祉課長 

保険年金課国保担当係長２名・保険年金課資格賦課担当係長２名 

保険年金課医療給付担当係長２名・納税課滞納整理担当係長 

健康課健康づくり担当係長２名 

事 務 担 当   保険年金課庶務担当係長・庶務担当主査２名・庶務担当主任主事１名 
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（事務局：司会） 

それでは、次第の４「議事」に移ります。 

これからの議事の進行につきましては、協議会規則第５条第１項の規定により、会長が会議の

議長になることとなっておりますので、三井会長に議事を進めていただきたいと存じます。三井

会長よろしくお願いいたします。 

 

（議長） 

はい。それでは座らせていただき、議事を進行していきたいと思います。 

まずは、諸般の報告をいたします。本日は、今井委員、そして下山委員からご都合により欠席

する旨のご連絡を受けています。なお、續木委員、青木委員におかれましては、ただいまのとこ

ろご出席がないということをご報告させていただきます。すいません。もうひとりですね、小田

澤委員も欠席となる旨の報告を受けておりますので、よろしくお願いいたします。 

続きまして、本協議会につきましては、「高崎市情報公開条例」に基づき「公開」としておりま

すので、ご承知おきください。会議開催の事前公表につきましては、１月１５日号の広報高崎に

掲載するとともに、高崎市ホームページにて周知を行っております。 

次に、本日の会議録署名委員ですが、保険医又は保険薬剤師代表の山本委員と公益代表の柄沢

委員をご指名いたします。 両委員におかれましてはよろしくお願いいたします。 

それでは、さっそく議事に入りたいと思います。本日の会議は、報告事項が３件ございます。

はじめに報告事項①「令和６年度（２０２４年度）高崎市国民健康保険事業特別会計予算（案）

について」でございます。事務局よりご説明をお願いいたします。 

 

（保険年金課長） 

保険年金課長の高橋です。本日はどうぞよろしくお願いいたします。説明が少し長くなります

ので、着座にて説明させていただきます。 

報告事項①「令和６年度（２０２４年度）高崎市国民健康保険事業特別会計予算（案）」につき

ましてご説明いたします。資料の１ページをご覧ください。 

この表は、「令和６年度当初予算（案）」と「令和５年度当初予算」を比較したものでございま

して、上段が歳入、下段が歳出を記載した総括表となっております。また１枚おめくりいただい

た２ページと３ページには、歳入・歳出それぞれの項目の説明を記載しております。 

まず、令和６年度予算案の総額でございますが、１ページの表の一番下に記載してございます

とおり、３４１億１５２万円、前年度と比べまして６億５，７５８万４千円、約１．９％の減と

なってございます。被保険者数が減少の見込みであるため、その影響により全体的に予算総額が

減少してございます。各項目の詳細につきましては、次ページ以降でご説明いたしますので、２

ページをご覧ください。 

はじめに、歳入の区分１「国民健康保険税」でございます。現行税率を維持することといたし

まして、全体で６２億４，１４１万９千円を計上しております。前年度と比べますと２億４，５

２５万円、約３．８％の減となり、これは主に被保険者数の減少に伴う税収減でございまして、
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令和６年度の被保険者数を前年度から約４，５００人程度の減少と見込んでございます。また、

「退職者医療制度」につきましては、前年度までは表に記載がありましたが、令和５年度末をも

ちまして経過措置が廃止されることとなりましたので、令和６年度以後は、一般被保険者、退職

被保険者の区別はなくなっております。 

ここで、別紙資料の 1 ページをご覧いただきたいと思います。上段のグラフ（１）は、本市の

国保被保険者数と世帯数の推移を表したものでございまして、塗り潰しのグラフが被保険者数、

斜線のグラフが世帯数を示しております。毎年右肩下がりに減少している状況がお分かりいただ

けるかと思いますけれども、要因としましては、主に団塊の世代が後期高齢者医療へ移行してい

ることが大きな影響を与えているものと考えてございます。 

続きまして、資料を戻っていただきまして、区分４「県支出金」でございます。 

まず「普通交付金」でございます。こちらは３ページの歳出の区分２「保険給付費」のうち、

「傷病手当金」等を除いた経費につきまして、その実績額の全額が県から交付されるものでござ

いまして、２３５億９，０２１万円を計上しております。前年度と比べますと２億９，３７０万

８千円、約１．２％の減となります。主な要因でございますが、一人当たりの医療費は増加見込

でありますが、それ以上に被保険者数が減少したことにより、全体として減額となったものと考

えております。なお、令和６年度より、これまで県全体で共通経費化・県単位化されていた医療

給付費等に加えまして、出産育児一時金と葬祭費等の経費も県単位化されまして、普通交付金の

交付対象となってまいります。 

次に「特別交付金」でございます。こちらは、各市町村の財政状況やその他の特殊要因、事業

の取組状況等に応じまして交付されるものでございまして、合わせて６億７，５４１万９千円を

計上しております。前年度と比べまして１億８，０８９万７千円、約３６．６％の増となってい

ます。こちらの増額の主な要因ですけれども、保険税水準の統一の段階的な移行のため、令和６

年度から県に納める国保事業費納付金を算定する過程で特別調整交付金などの公費収入が共通経

費化・県単位化されることになりました。それに伴いまして、これまで当初予算で計上してござ

いませんでした「特別調整交付金」の一部につきまして、歳入と歳出の整合性を図るために計上

したことにより増加したものでございます。 

続きまして、区分６「繰入金」でございます。繰入金全体の予算額は３５億２９５万円となっ

ておりまして、前年度比で２億６，３１１万２千円、約７％の減額となります。こちらも被保険

者数の減が主な要因となってございます。 

内訳でございますが、まず「保険基盤安定繰入金」は、国保税の軽減措置の減額相当分及び低

所得者数に応じて国・県・市から国保特別会計に支援していただくものでございまして、１６億

３，７１９万７千円を計上しております。 

次に「未就学児均等割保険税繰入金」でございます。こちらは５割軽減された未就学児の均等

割減額分相当額の全額を、国・県・市から支援していただくものでございまして、１，５９１万

３千円を計上しております。 

次に「産前産後保険税繰入金」でございます。こちらは出産被保険者の産前産後期間の均等割

額及び所得割額の免除措置が、令和６年１月から施行となったことに伴い、新たに追加された項
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目でございます。免除相当額分の全額を国・県・市から支援していただくものでございまして、

４８６万円を計上しております。 

次に「一般会計繰入金」でございます。こちらは繰入れのルールに基づいた事務費等に係る一

般会計からの繰入金でございまして、６億５，８６３万２千円を計上しております。 

続きまして「基金繰入金」でございます。県に納める国保事業費納付金や保健事業などに要す

る費用について、保険税収入等だけでは賄えない分を補填するために「国民健康保険基金」を活

用させていただくものでございまして、１１億８，６３４万８千円を計上しております。前年度

より約２億円ほど減額の見込みとなってございます。 

続きまして、区分８「諸収入」でございます。こちらは、延滞金や第三者納付金等を受け入れ

るものでございまして、実績から推計しまして、８，８７０万５千円を計上しております。前年

度比で３，６４０万３千円、約２９．１％の減額となってございます。こちらは収納努力による

滞納繰越額の減少に伴いまして、延滞金収入が減少見込みとなったことが主な要因でございます。 

歳入の説明については以上でございます。 

引き続き、歳出の説明をさせていただきますので、資料の３ページをご覧いただきたいと思い

ます。はじめに、区分１「総務費」でございます。こちらは総務管理費や徴税費等、人件費や事

務的な経費を計上しておりまして、総額で４億７，５３１万９千円を計上しております。マイナ

ンバーカードと保険証の一体化、いわゆる「マイナ保険証」への移行に関連する費用等を計上し

たことによりまして、前年度より若干の増となっております。 

続きまして、区分２「保険給付費」でございます。こちらは、総額で２３５億９，１３３万７

千円を計上しておりまして、前年度に比べますと、４億１，１４７万７千円、約１．７％の減と

なっております。一人当たりの医療費は伸びると見込んでおりますが、それ以上に被保険者数の

減少が大きいため、結果として保険給付費の見込額が全体的に減少したものでございます。ここ

で、別紙資料１ページ下段のグラフ（２）をご覧いただきたいと思います。こちらのグラフは、

被保険者一人当たりの療養諸費の費用額を示したものでございまして、その額はコロナ禍による

「受診控え」が顕著であった令和２年度を除きまして、年々増加している状況が分かるかと思い

ます。主な要因といたしますと、高齢化や医療の高度化等が影響しているものと考えております。 

資料を戻っていただきまして、次は「傷病手当金」でございます。こちらは新型コロナウイル

ス感染症に感染した者のうちの被用者に対して支給するものでございますけれども、新型コロナ

の感染症法上の分類が昨年の５月８日から５類に変わったことを受け、現在は廃止となってござ

いますが、制度廃止から２年間は申請が可能ということでございますので、予算計上をしている

ものでございます。 

続きまして、区分３「国民健康保険事業費納付金」でございます。こちらは国民健康保険事業

の運営主体である群馬県に、保険給付に要する費用や後期高齢者支援金、介護納付金の支払いに

充てる財源の一部として市町村が納めるものでございまして、医療給付費分、後期高齢者支援金

等分、介護納付金分を合わせまして、９６億６，０５１万４千円を計上しております。こちらに

つきましては県が算定しているものでございまして、前年度に比べまして２億８，０７２万３千
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円、約２．８％の減となっております。こちらにつきましても主に被保険者数の減少に伴いまし

て減額したものでございます。なお、納付金の算定に関する事項につきましては、後ほど詳しく

ご説明させていただきます。 

続きまして、区分４「保健事業費」でございます。こちらは、「特定健康診査」及び「特定保健

指導」に係る事業費、それから「保養施設利用補助金」、「人間ドック検診費補助金」等の経費を

計上してございます。 

その他、各項目に所要の額を計上しております。 

以上で、令和６年度予算（案）の各項目についての説明を終わらせていただきます。 

引き続きまして、資料の４ページになりますが、「国民健康保険事業費納付金等の算定」につい

て説明させていただきます。 

平成３０年度から国民健康保険事業の県単位化が始まりまして、県が財政運営に加わり、市町

村が県に納付金を納め、県が県内各市町村の保険給付費、後期高齢者支援金等、介護納付金の全

額を支出する仕組みとなりました。それ以降、保険給付等の財源としまして市町村が都道府県に

納める「納付金」と、その納付金の財源になる国民健康保険税の税率を市町村が決定する際に参

考といたします「標準保険料率」の２つが、都道府県から市町村に示されることとなっておりま

す。これらの「納付金」や「標準保険料率」は、国から示される算定に必要な係数等により決定

されますけれども、昨年１２月末に令和６年度の係数が示されたことを受けまして、算定結果が

県から示されましたので、ご報告させていただくものでございます。 

納付金等の算定につきましては、資料中の(１)の①から④に記載のとおりでございますけれど

も、概要を説明いたしますと、まず①の段階で、県において県全体の必要額を算出いたしまして、

②で市町村ごとの「所得水準」、「被保険者数」、「世帯数」で按分しまして、さらに「激変緩和措

置」等を加味いたしまして、納付金の額が決定されることとなってございます。 

次に、５ページをご覧ください。こちらは本市の納付金をまとめたものでございます。 

①の表のとおり、令和６年度の納付金は、総額で９６億６，０５１万２，８７１円となり、前年

度と比べますと、約２億８千万円ほど減少しております。先ほどご説明させていただきましたけ

れども、一人当たりの医療給付費の伸び以上に、被保険者数の減少により保険給付費総額が減少

したこと、それから社会保険診療報酬支払基金から県に交付されております、県の歳入になりま

すけれども「前期高齢者交付金」の額が増加した結果、全体的に減少したものと考えております。

なお、「後期高齢者支援金等分」それから「介護納付金」は、国が示した負担見込み額を基に算定

されてございます。 

続きまして「②激変緩和措置による納付金の減額」でございます。こちらにつきましては、こ

れまで実施されていました「医療費多寡調整」を基本とする「激変緩和措置」につきましては、

調整係数を令和６年度までに段階的にゼロにすることになっておりましたので、令和５年度をも

って廃止となります。令和６年度からは、保険税水準の統一への段階的な移行のため、新たに特

別調整交付金等の公費や、出産育児一時金、葬祭費等の経費の共通経費化・県単位化が実施され

ますが、それにより一定割合以上に負担が上昇してしまう市町村に対しまして、令和８年度まで
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の時限措置ではありますけれども、新たな「激変緩和措置」を実施することとなっております。

なお、令和６年度から新たに県単位化となる公費・経費につきましては、資料中段の※１に記載

のとおりでございます。 

続きまして「③本市における激変緩和措置額」でございます。表に記載のとおり、各区分いず

れも県が定める一定割合であります「県平均の伸び率＋３％」を超えておりませんので、令和６

年度におきましては、激変緩和措置は適用されてございません。 

ここでまた資料を移っていただきまして、別紙資料の２ページ上段のグラフ(３)をご覧いただ

きたいと思います。こちらのグラフは、一人当たりの納付金の額と、激変緩和措置額の推移を示

したものでございまして、棒グラフは「激変緩和措置後の一人当たりの納付金の額」、折れ線グラ

フは「本市に交付されている激変緩和額」の推移を示したものでございます。 

納付金の増加については、一人当たりの療養諸費に合わせて、増加傾向にあるものと考えてご

ざいます。 

資料をお戻りいただきまして、６ページの「④標準保険料率」をご覧いただきたいと思います。

こちらは群馬県から示された「標準保険料率」でございます。「標準保険料率」でございますけれ

ども、「県が算定した各市町村の納付金の支払いを満たすためには、およそこのくらいの税率で課

税をしないと収入が不足してしまいます」といった目安を示しているものでございます。本市の

令和６年度の標準保険料率は、表に記載のとおりでございまして、本市の現行税率はすべての課

税区分において標準保険料率より低く設定されている状況でございます。 

ここで、別紙資料の２ページ下段のグラフ(４)をご覧ください。こちらは、一例として「４０

代の夫婦と就学児２人の世帯、給与収入が約４２０万円」のモデル世帯の年税額の試算結果を示

したものでございます。左側の塗りつぶしの棒グラフが本市の現行税率による年税額、右側の斜

線の棒グラフが標準保険料率による年税額を示したものでございまして、本市国保の被保険者の

税負担は、標準保険料率による負担よりも低く抑えられていることがお分かりいただけるかと思

います。税収不足分につきましては、これまでどおり、被保険者の負担増にならないよう現行税

率を維持し、国民健康保険基金を取り崩して補うこととしてございます。 

今後も、国保財政状況を見極めるととともに、国の医療制度改革等の動向を注視しながら、引

き続き安定経営に努めてまいりたいと考えてございます。 

報告事項①の説明は、以上でございます。 

よろしくお願いいたします。 

 

（議長） 

ありがとうございました。説明は終わりました。これより質疑に入ります。 

質問並びに意見等がありましたらお願いいたします。 

 

（Ａ委員） 

１点質問させていただければと思います。 

１ページの歳出の項目になりまして、「４ 保健事業費」につきまして、令和６年度の当初予算
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額と令和５年度の当初予算額を比較して、「疾病予防費」につきまして約９００万円くらい減少の

予算案を計画されているところでございまして、その内容を見ますと３ページのところで疾病予

防費につきましては「人間ドック検診費補助金」ということでの項目になっているかと思われま

すけれども、もし詳細が分かれば人間ドックの検診費用の状況とか、もし数字が分かれば教えて

いただければと思いまして、質問させていただきます。 

（議長） 

保険年金課長。 

（保険年金課長） 

はい。人間ドックの検診はですね、今回９,７１２万３千円の予算ですけれども、件数にいたし

まして約４，５００件ほどの件数を見込んでございます。これまでの実績といたしますと、令和

３年度は４，０８７件、４年度は４，３１４件ですかね。ただ、年々受診率が増加傾向ではあり

ますので、今回約４，５００件というふうに見込んでおりますが、前年の増加の見込みで要求し

ていたのですけれど、実績としてはそれほどなかったので、こういった金額になってございます。 

（議長） 

 よろしいですか。 

（Ａ委員） 

はい。 

 

（議長） 

ほかにありませんか。 

 ＜ほかに意見・質問等なし＞ 

それでは、報告事項①についての質疑を終結したいと思います。 

 

次は、報告事項②「国民健康保険制度改正について」でございます。事務局よりご説明をお願

いいたします。 

 

（保険年金課長） 

それでは、報告事項②「国民健康保険制度改正」につきましてご説明いたします。資料の７ペ

ージをご覧いただきたいと思います。本市が、法令に準拠して定めております国民健康保険税の

課税限度額及び軽減措置の判定基準、これらの措置が国において改正を予定していることに伴い

まして、令和６年度から改正する予定でございますので、ご報告するものでございます。 

まず、「(１)国民健康保険税の限度額について」でございます。国民健康保険税につきましては、

負担額に一定の上限が設けられておりますが、国では、被用者保険等における標準報酬月額等の

最高等級に達する割合に合わせるため、限度額を段階的に引き上げ、その割合を１．５％に近づ

ける方針が示されております。これを受けまして、令和６年４月から表に記載のとおり後期高齢
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者支援金等分で２万円の引き上げが予定されているものでございます。 

続きまして「(２)国民健康保険税の軽減措置」についてでございます。こちらは、低所得者に

対する国保税の軽減措置の基準に関する改正でございまして、既に軽減を受けている世帯の範囲

が物価上昇の影響により、その範囲が縮小しないように、消費者物価指数や経済動向等を踏まえ

て、国が毎年見直しているものでございます。令和６年度からは、表に記載のとおり５割軽減と

２割軽減の判定基準額が引き上げとなります。５割軽減の判定では、国保加入者数に乗じる所得

基準額が２９万円から２９万５千円に、同様に２割軽減では５３万５千円から５４万５千円にそ

れぞれ引き上げられ、軽減措置が拡充される予定でございます。 

続きまして、８ページでございます。「(３)子ども医療費助成に係る国民健康保険の国庫負担金

の減額調整措置の廃止」についてでございます。こちらは、いわゆる「福祉ペナルティ」と言わ

れているものでございまして、各自治体の医療費助成制度により、医療費の窓口負担を無償化や

減額することが医療費増加の要因となるといった考え方から、これに伴う医療費の波及増加分は

各実施自治体が負担すべきものということで、国が負担するべき国民健康保険の国庫負担金から

当該医療費増加分が減額調整されるという仕組みでございます。この仕組みを示したものが資料

中段に記載のイメージ図になります。こちらの図は各自治体の制度により増加した医療費分を「福

祉ペナルティ」として国庫負担から減額調整しているという考え方を示したものでございます。

現在、子どもの医療費助成では、小学生以上がペナルティの対象となっております。 

続いて、「②令和６年度以後の対応方針」でございますけれども、昨年６月に国の「こども未来

戦略方針」の中で「こども医療費助成について、国民健康保険の国庫負担の減額調整措置を廃止

する。」そういった旨が示されまして、昨年１２月の厚生労働省通知において「令和６年度より廃

止する。」とされたところでございます。これによりまして、令和６年度から高校生世代までの「こ

ども医療費助成」に係る減額調整措置が廃止となる予定でございます。 

 参考ではございますけれども、本市における減額調整措置額の実績は、資料下段の③の表に記

載のとおりでございます。 

報告事項②の説明は、以上でございます。 

 

（議長） 

ありがとうございました。説明は終わりました。これより質疑に入ります。 

質問並びに意見等がありましたらお願いいたします。 

 

（Ｂ委員） 

７ページの（２）のところの軽減措置についてのところでちょっと伺いたいのですけれども、

この軽減の割合が変わることによって、５割軽減・２割軽減のところが変わってくると思うので

すけれども、現世帯数と比べて変更後はどうなるのか、そのへんを教えていただきたいのですけ

れども。 

（議長） 
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保険年金課長、お願いします。 

（保険年金課長） 

今回の改正によります５割軽減それから２割軽減の軽減判定所得の引上げに伴う被保険者数へ

の影響ということで、令和６年度の当初予算を積算する時のデータを基に試算した結果によりま

すと、医療給付費分でお示しいたしますと、５割軽減の対象となる世帯が７，２６３世帯となり

まして、改正により新たに１１１世帯が２割軽減世帯から５割軽減世帯に動くという見込みでご

ざいます。また、２割軽減についてはですね、５，２６０世帯、新たに１８９世帯が２割軽減に

該当することになる見込みとなってございます。以上です。 

（Ｂ委員） 

 はい、わかりました。きめ細かくやってくださっているのだなということが分かります。よろ

しくお願いいたします。 

（議長） 

よろしいですか。ほかにありませんか。 

＜ほかに意見・質問等なし＞ 

それでは、報告事項②について質疑を終結いたします。 

 

次に報告事項③「高崎市国民健康保険第３期データヘルス計画及び第４期特定健康診査等実施

計画(案)の策定」についてでございます。事務局より説明をお願いいたします。 

 

（保険年金課長） 

それでは、報告事項③「高崎市国民健康保険第３期データヘルス計画及び第４期特定健康診査

等実施計画（案）の策定」につきましてご説明いたします。資料の９ページをご覧いただきたい

と思います。 

第３期データヘルス計画及び第４期特定健康診査等実施計画のいずれにつきましても、（１）、

（２）に記載のとおり、令和５年度が計画期間の最終年度となるため、令和６年度から令和１１

年度までを計画期間とする次期計画を策定するものでございます。これらの計画は、国の法令等

に基づき策定することとされておりまして、「データヘルス計画」は、健康・医療情報を活用して

ＰＤＣＡサイクルに沿った効果的かつ効率的な保健事業の実施をするために策定するものとなっ

ており、また「特定健康診査等実施計画」については、特定健診の受診率や特定保健指導の実施

率の向上を図るために策定するというものでございます。 

「（３）今回からの主な変更点」についてでございます。２点ございまして、まず１点目は、厚

生労働省が策定した「国民健康保険事業の実施計画（データヘルス計画）策定の手引き」におい

て、新たに示されている標準化の推進を踏まえまして、都道府県単位での様式の統一とともに、

共通の評価指標を設定しまして、策定してございます。２点目ですけれども、特定健康診査等に

つきましては、国民健康保険データヘルス計画に基づく保健事業として実施していることから、

これまで個別に策定していたデータヘルス計画、それから特定健康診査等実施計画を統合いたし
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まして、本計画から一体的な計画として策定してございます。 

「（４）今後の予定」でございます。本日配付させていただきました計画書（案）について、期

間を設けまして、委員の皆さまから書面によりご意見を頂戴いたしまして、頂いたご意見を踏ま

えまして、計画書を作成させていただいた後、市ホームページに公表する予定としてございます。 

本日につきましては、計画の概要をご説明させていただきたいと思いますので、お配りの資料

の概要版ですね、Ａ４の２枚の資料、こちらに基づいて説明させていただきます。 

まず概要版の１ページをご覧いただきたいと思います。「１ 基本的事項」についてでございま

す。第１章におきまして、データヘルス計画の策定根拠、計画期間、計画の位置付け、今回から

の主な変更点といった基本的な事項を記載してございます。 

次に「２ 現状の整理」についてでございます。第２章において、本市の人口・被保険者数など

の特性の整理や、これまでの計画の振り返り等を含めて、整理をさせていただいております。 

続きまして２ページをご覧いただきたいと思います。「３ 健康・医療情報等の分析と分析結果

に基づく健康課題の抽出」についてでございます。第３章におきまして、厚生労働省が示す生活

習慣病のイメージ図を参考に、生活習慣病の進行を川の上流から下流まで、健康状態レベル１か

らレベル５までの５段階に分けまして、健康課題の整理を実施しております。本編におきまして

詳細な分析・整理を行っておりますけれども、（２）に記載のとおり「虚血性心疾患」、「脳血管疾

患」、「慢性腎臓病（透析あり）」の生活習慣病を有する者が多く、医療・介護給付費を圧迫してい

ることが確認できております。 

続きまして３ページをご覧ください。「４ データヘルス計画の目的・目標」についてでござい

ます。第４章におきまして、データヘルス計画の目的・目標を記載してございます。まず、この

計画の目的といたしまして、「被保険者の健康の保持増進、健康寿命の延伸」を掲げております。

次に、目的を達成するための目標につきまして、生活習慣病のイメージ図を踏まえつつ、達成期

間を短期、中期、長期に分類した上で設定してございます。まず、早期発見・特定健診の取組み

におきましては、レベル１の健康状態を主なターゲットといたしまして、生活習慣病を予防する

ことを目標としております。次に、生活習慣病発症予防・保健指導の取組みにつきましては、レ

ベル２の健康状態を主なターゲットといたしまして、生活習慣病等の発症を予防することを目的

としております。続いて重症化予防の取組みにおきましては、レベル３の健康状態を主なターゲ

ットといたしまして、慢性腎臓病（透析あり）の外来受診率、それから虚血性心疾患等の入院受

診率を減少させることを目標としてございます。なお、このフローで示した取組みによる目標以

外に、一体的実施及び社会環境・体制整備に関する課題として、重複・多剤服薬者及び頻回受診

者に対して服薬や受診の適正化を目的とし、保健指導対象者の服薬受診状況の改善率の向上を目

指す目標等についても記載してございます。 

続きまして、「５ 保健事業の整理」についてでございます。第５章におきまして、第２期に実

施した保健事業の振り返りを行った上で、取組みごとにＰＤＣＡサイクルに沿った効果的な事業

の実施に必要な事項を記載してございます。（１）の「早期発見・特定健診」の保健事業の取組み

といたしまして、「特定健康診査事業」及び「健診受診率向上対策事業」を実施し、(２）の「生

活習慣病発症予防・保健指導」の取組みでは、「特定保健指導」、「特定保健指導未利用者対策」及
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び「非肥満型高血糖者保健指導」を実施いたします。続きまして４ページをご覧ください。（３）

の「重症化予防」の取組みといたしまして、「重症化予防受診勧奨事業」、それから「重症化予防

保健指導」及び「重症化予防健康教育」を実施し、（４）の「その他保健事業」の取組みでは、「重

複頻回受診者保健指導」、「後発医薬品利用促進事業」、それから「健康づくり推進のための健康教

育」を実施いたします。 

最後に「６ その他」についてでございますけれども、６章におきまして「計画の評価と見直し」

に関する内容、７章において「計画の公表・周知」に関する内容、８章において「個人情報の取

扱い」に関する内容、第９章において「地域包括ケアに係る取組及びその他の留意事項」に関す

る内容、１０章において「特定健康診査等実施計画」に関する内容をそれぞれ記載してございま

す。説明につきましては以上となります。 

こちらの計画書につきましては、先ほどご説明させていただきましたとおり、前期計画を引き

継ぎつつ、群馬県内での様式の統一とともに共通の評価指標を設定して、特定健康診査等実施計

画と一体的な計画として策定する方針となっているわけでございます。また、「（４）今後の予定

について」のところでも説明させていただきましたとおり、委員の皆さまからのご意見を頂戴し

て、頂いたご意見を踏まえつつ、計画を完成させてまいります。封筒の中には意見照会の依頼文

と回答書を同封させていただいております。計画案をご覧いただきまして、「回答書」にご意見の

有り無し、それからご意見のある場合にはその内容を記載いただきまして、期限が短くて申し訳

ございませんけれども、返信用封筒に入れまして２月１４日水曜日までにご回答いただきますよ

う、どうぞよろしくお願いいたします。 

報告事項③の説明は以上でございます。 

 

（議長） 

説明は終わりました。これより質疑に入ります。 

質問並びに意見等がありましたらお願いいたします。 

＜意見・質問等なし＞ 

それでは、報告事項③について質疑を終結いたします。 

 

続きまして、次第の５「その他」でございます。 

まずは、事務局よりご説明をお願いいたします。 

 

（保険年金課長） 

その他になりますけれども、「その他資料」のほうをご用意いただきたいと思います。内容的に

は２点ございます。１点目が「群馬県国民健康保険運営方針（案）の概要」、２点目が「マイナン

バーカードと保険証の一体化について」、この２点になりますけれども、まず１点目からご説明さ

せていただきます。冊子の１ページをご覧いただきたいと思います。 

既にご案内のとおり、平成３０年度から新しい国民健康保険制度がスタートしておりますけれ
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ども、この国保制度改革は、県と市町村が一体となって国民健康保険制度を運営することにより、

財政の安定化と事業の広域化、それから効率化を図り、将来にわたり国民皆保険を堅持できるよ

うにすることを目的としておりまして、財政運営責任が市町村から県に移行し、県が中心的な役

割を担い運営をしているところでございます。今回ご説明させていただきます「第３期群馬県国

民健康保険運営方針（案）」については、本制度改革に伴いまして国民健康保険法に基づきまして、

本県の国民健康保険の運営に関する統一的な方針といたしまして県が策定しているものでござい

ます。第２期運営方針の期間が令和５年度末で終了するため、新たに令和６年度から令和１１年

度までの６年間の方針を策定するというものでございます。 

この次期方針（案）につきましては、厚生労働省が示す要領に沿いまして作成されているもの

でございまして、内容については、資料の中段の「４ 全体構成」に記載されておりますとおり、

第１章の基本的事項から、第２章の財政運営の見通し、第３章の保険税水準の統一、次ページに

続きまして、４章、５章の適正な徴収・給付、６章の医療費の適正化、７章の事務の標準化等が

記載されてございます。 

時間の都合もございますので、主な部分をご説明させていただきますと、第３章に「保険税水

準の統一」について記載されております。こちらについては、県内どこの市町村に住んでいても、

同じ所得水準・世帯構成であれば同じ保険税負担となる「完全統一」に向けて段階的に統一を進

めていくという内容のものでございます。次期計画（案）では、移行期間を経て令和１５年度を

完全統一の目標年度とする旨が記載されてございます。ここで３ページ目の「保険税率（保険税

水準）の統一に向けたロードマップ」という資料をご覧いただきたいと思います。こちらの資料

は、保険税率の統一に向けた概要を県がまとめたものでございます。上段は完全統一までの段階

的な変遷と今後の方針を示したものでございまして、令和６年度からは統一への第一段階として、

医療費水準の多寡調整を廃止した「納付金レベルの統一」段階となること、また令和１５年度は

最終的な到達点として、「保険税率の完全統一の目標年度」とすること等、大きな方向性について

示してございます。下段につきましては、これまでの経過や今後県単位化する事項、また、完全

統一に向けての取組み内容が記載されてございます。平成３０年度から令和５年度につきまして

は、医療費の多寡調整を段階的に縮小、令和６年度からは、医療費多寡調整の廃止や、報告事項

①でご説明させていただきましたけれども、出産育児一時金、葬祭費等の共通経費化・県単位化

が始まり、また収納率格差を解消するため、税率統一に向けて特に収納率の低い市町村に対する

収納率向上への取組みを推進すること、こういったことが記載されています。令和９年度以降に

おきましては、保険税率算定方式の３方式への統一、また、各市町村への収納率を反映した納付

金算定をすることの検討、こういったことが記載されてございます。また最終到達点として、令

和１５年度を完全統一の目標年度とすることが方針として記載されてございます。今後について

は、この方針に沿って積み残しの課題等について、県、それから県内市町村と協議・検討を重ね

ていくということになってございます。 

引き続き、「マイナンバーカードと保険証の一体化」についてのご説明をさせていただきます。

４ページをご覧いただきたいと思います。 

はじめに、制度の概要から簡単に説明させていただきますと、マイナンバーカードの保険証利
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用、いわゆる「マイナ保険証」は、令和３年１０月２０日から本格稼働したオンライン資格確認

システムの導入に向け整備がされておりまして、マイナ保険証を使うメリットといたしますと、

大きく３点ですね、１つ目は、情報等の提供に同意いただきますと、医師等から正確な情報に基

づいた総合的な診断や、重複する投薬を回避した適切な処方を受けることができる。２つ目につ

きましては、医療機関等で高額な医療費が発生する場合でも、患者さんに一時的に限度額を超え

る自己負担をお願いしたり、市役所等で限度額適用認定証の申請手続きをする必要がなくなる。

また３点目には、マイナポータルから保険医療を受けた記録が参照できるため、領収証等を保管・

提出することなく、簡単に医療費控除申請の手続きができる。こういったことが言われてござい

ます。 

なお、資料に記載はございませんけれど、マイナ保険証として利用するには最初に一度マイナ

ンバーカードの保険証利用登録が必要となっていまして、ご自身のスマートフォンやセブン銀行

のＡＴＭ等で利用者登録ができることとなっています。ご自身で登録が難しい場合には、市役所

保険年金課、または各支所市民福祉課で登録の支援等も行ってございます。 

また、高崎市国保でのマイナ保険証取得率でございます。令和６年１月１５日時点になります

けれど、４０，２５２名、被保険者数の５８．４％が利用申請いただいているところでございま

す。 

それでは、「マイナンバーカードと保険証の一体化（保険証の廃止）」についてご説明させてい

ただきます。令和５年６月９日に改正法が公布されまして、令和５年１２月２２日の閣議決定で、

施行日が令和６年１２月２日と決定されました。１２月２日以降は、保険証が交付されなくなり

ますが、国では、保険証が廃止されても今までどおり医療が受けられるよう次のような仕組みを

整備するとしております。 

まず、「資格確認書」でございます。マイナンバーカードによりオンライン資格確認を受けるこ

とができない状況にある方、基本的にはマイナ保険証を取得していない被保険者については、氏

名・生年月日、被保険者等記号・番号、それから保険者情報等が記載された「資格確認書」を交

付することにより、被保険者資格を確認することとしています。法律で定められているサイズ、

有効期限等は以下のとおりとなってございます。なお、群馬県と県内市町村で調整中ではござい

ますけれども、サイズはカード型、材質は紙、有効期間は１年、現在の保険証と同様となる見込

みで今調整が進んでございます。「資格確認書」については、原則、本人の申請に基づき保険者が

速やかに交付することとなってございますけれど、当分の間は、マイナ保険証を保有していない

人等については、本人の申請によらず保険者が職権で交付する予定となってございます。 

次に、「資格情報のお知らせ」でございます。マイナ保険証では、自身の被保険者資格を券面で

確認できないため、保険証情報を簡易に把握できるよう、氏名・生年月日、被保険者等記号・番

号、それから保険者情報が記載された「資格情報のお知らせ」を交付いたします。サイズ等につ

いては資料に記載のとおりとなってございますけれども、詳細についてはこちらも調整中でござ

います。 

続きまして、「発行済の健康保険証の取扱い」でございます。改正法の施行時点、１２月２日時
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点で有効な被保険者証は、その時点から最長１年間使用することができるという経過措置が設け

られているところでございます。なお、有効期限が施行日から１年後よりも前に失効する場合に

おきましては、その有効期限まで使用することが可能ということでございます。なお、こちらの

取扱いについても、詳細については調整中ということでございます。 

最後に、「特別療養費の支給に変更する旨の事前通知」でございます。保険証の廃止に伴い、有

効期限という概念が無くなるため、これまで交付してございます「短期被保険者証」の仕組みは

廃止となります。また、長期にわたる保険税滞納者に対し納付を促す取り組みとして、これまで

交付していました「資格証明書」に替えて、今回「特別療養費の支給に変更する旨の事前通知」

を行う規定を整備してございます。現行の被保険者資格証明書と同様に、機械的な運用をするこ

となく、保険税の納付に資する取組み、それから特別の事情の有無の把握等を適切に行った上で

通知することとされておりますので、今までと同様に収納担当部門と連携の上、適切に対応して

いきたいと考えてございます。 

現時点では、未確定の部分も多い状況ではございますけれども、積極的に情報収集を行いまし

て、また、群馬県や県内の市町村とも調整を図りまして、円滑に移行できるよう努めてまいりた

いと考えてございます。説明は以上でございます。 

 

（議長） 

ありがとうございました。説明は終わりました。 

これより質疑に入ります。質問並びに意見等がございましたらお願いいたします。 

 

（Ｃ委員） 

 マイナンバーカードと保険証の一体化について、関連してご質問というか考え方についてお話

ししたいと思いますが、医療機関において保険証の果たしている役割というのは非常に大きくて、

今もまだコロナが終わっていない状況で、発熱外来的な診療を各医療機関がしているわけですけ

れども、発熱患者さんはご存知のように感染力が強くて、院内に簡単に入ってくるわけにはいか

ないわけですね。そうすると、どうしても車で待機していただいて、私のところでどうしている

かというと、保険証の画像とかを、あと本人確認の免許証とかを自分のスマホで撮って送ってい

ただくわけなんですね。それを受付で確認をして、まず保険情報を確認すると。そのあと問診票

のやり取りをするのですけれど、そのステップが、今度保険証が廃止になった場合、券面で確認

できないというところが、先程お話があったように非常に大きな問題となると思うのです。資格

確認書が今の話だとマイナ保険証というかマイナカードを持っている人には送付されないという

ことですよね、当然のことながら。ということは、もう保険証は使えなくなっているけれども、

マイナンバーカードには何も書いていないという人が受診に来るわけですよね。そういう時にど

うするかという問題が、この１２月くらいから出てくるということになると思います。今日お話

として、「資格情報のお知らせ」の紙媒体なのでしょうか、媒体でそういうものを出してくださる

ということだったので、これはデジタル庁の趣旨とは反するかもしれませんが、医療機関にとっ

てはありがたい話で、ここでＡ４サイズとなっていましたけれど、Ａ４サイズのものを持ち歩く
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のはちょっと現実的ではないと思って、どこかにいってしまったり、破れたりしてしまうと思う

ので。これも資格確認書と同じように被保険者が選べたほうが、あるいは小型サイズのカードサ

イズとかにしていただけたら、当面、移行措置としてはよいのかなというふうに思いました。 

 もうひとつは、簡単に被保険者さんが表示できればよいのですよね。私はＪＡＦの会員ですけ

ど、ＪＡＦの会員証なんかはアプリから簡単にピュッと、ボタン１個押すとこんな感じで表示で

きるのですね。トップ画面にボタンがありまして、それをポンと押すと、資格証が表示されると

いうことになっていて。そのような仕組みができてくれば、だいぶ違うのかなと思うのですけれ

ども、現在だとスマホにマイナカードをかざして、マイナポータルに入って、メニューたどって

いって、そこから保険証の資格情報を確認するというところまでいかないと表示できないです。

しかもこういった情報としてずらーっと出てくるだけなので、一目でわかるような形ではないの

ですね。そのへんを見据えて対応策を練っていただければなと思います。どうぞよろしくお願い

いたします。 

 

（議長） 

 保険年金課長、お願いいたします。 

 

（保険年金課長） 

 １点目の資格情報のお知らせのサイズの話でございますけれども、国のほうで様式を出してい

るということで、あとは高崎市だけではなくて群馬県全体で同じ様式になってくるかと思います

ので、今はですね、皆さんの手元にお配りはしていないのですけれども、示された様式例の中に、

右隅を切ってちょうどカードサイズくらいになる資格情報の書いてあるものがその一部に入って

いますので、そちらで対応していただけるのかなと思います。 

（Ｃ委員） 

 それは切り取れるのですか？ 

（保険年金課長） 

はい。＜国の様式例を提示して＞ これがＡ４の全体の資格確認書ですけれども、ここに保険証

と同じような内容が入って、切り取れるようになっています。 

（Ｃ委員） 

 これ、でも紙なのですよね？  

（保険年金課長） 

 そうです。 

（Ｃ委員） 

 ぐちゃぐちゃになっちゃうよね。これを何か厚紙にするとかね。 

そういうものがあった場合に、使用できるかどうか、ぜひ他の医院の先生方にも聞いていただ

きたいと思います。 
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（保険年金課資格賦課担当係長） 

すみません。あとダウンロードの部分、スマホのほうで確認できる部分なのですけれども、国

のほうで今現在委員さんがおっしゃられたとおりマイナポータルのみでしか確認できないのです

けれども、資格の情報をダウンロードして簡単に確認できる形を準備していると伺ってはおりま

す。ただ、それがいつになるかというのはちょっとまだ示されておりませんので、よろしくお願

いいたします。 

 

（議長） 

ご説明いただきました。 

ほかに委員の皆様から何かありますか？マイナンバーカード、資格情報に関して。 

＜特になし＞ 

色々対応していかなければならないということが今言われたので、順次国のほうも準備をして

いるっていうのはあるのですけれども、やはり対応する側の方策というのも、もっと求めていか

なくてはいけないかなと思いました。 

ほかにご意見はありますか。 

＜質問・意見等なし＞ 

大丈夫ですか？それでは本件に関する質疑を終結いたします。 

最後に、委員の皆様から何かご意見やご質問等がありましたらお願いいたします。 

＜質問・意見等なし＞ 

ございませんか？よろしいですか？ 

ないようですので、これにて本日の案件をすべて終了といたします。 

皆様のご協力により、滞りなく終了することができました。ご協力ありがとうございました。

これにて議長の座を降ろさせていただきます。ありがとうございました。 

 


